
 「未払残業代請求対策をしなければい

けない」、「しかし、現状の賃金を前提と

して割増賃金を支払えば、会社は立ち行

かなくなる」ことから、企業が定額残業

代制度を導入することがあります。 

しかし、形式的に定額残業代制度を導

入しても、実際に従業員に説明し、同意

書面をもらい、労働時間を算定し、場合

によっては定額残業代と実際の残業代と

の差額を精算し、かつ定額残業代を給与

明細に反映させなければ、多くの場合、

裁判所は何らかの理由で定額残業代制度

を否定します。 

その中でも裁判所は、給与明細の記載

を問題にすることがあります。給与明細

は、どの従業員も見るものですし、会社

の本音が表れるところでもあるからです。

私自身、給与明細の記載内容が不十分だ

として定額残業代制度が否定されたこと

は何度もありました。しかし、未払残業

代裁判は実際には和解で終わることが多

く、これまで給与明細の記載を正面から

問題にした裁判例はほとんどありません

でした。 

今回取り上げるループコーポレーショ

ン事件（東京地裁平成２５年１１月２６

日判決）では、裁判所は、定額残業代制

度における給与明細の記載を正面から取

り上げました。 

裁判所は「そして，本件賃金規程につ

いても，平成２２年１０月１日に制定・

実施とされているのにかかわらず，同時

期以降の給与明細書においては，平成２

４年１月分のものにはじめて「時間外手

当」との記載が出てくるにとどまり，そ

れ以前は給与明細書にも固定残業代制度

の採用をうかがわせる記載はない。」と判

断しました。 

要するに、形式的に賃金規定を改定し

定額残業代制度を実施しても、実際には

給与明細には反映されておらず、定額残

業代制度を真面目に実施する意欲が見ら

れない、定額残業代制度は賃金規定には

記載されているものの実態がないと厳し
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く批判しています。 

また、判決では、会社が給与明細に「時

間外手当」を記載し始めた以降について

も厳しく批判しています。 

「固定残業代制度が有効であるためには，

労基法所定の割増賃金額が支払われてい

るかどうかを労働者において判別できる

ようにするため，固定割増賃金部分とそ

れ以外の部分が明確に区別されているこ

とが必要であると解されるところ，その

ためにはどの手当について固定割増賃金

を含めて計算すべきなのかを明らかにす

る必要がある。 

しかるに，この点については本件賃金

規程には規程がなく，給与明細書におい

ても判然としない。被告は，平成２４年

１月支給分までは給与明細書における

「基本給補助」欄の額（９万５０００円）

として固定残業代を反映させていた旨主

張するが，同欄の支給額が固定残業代相

当分を含むと認めるに足りる証拠はなく，

仮に含むとしてもその額は明らかでない。 

また，同年２月支給分以降は給与明細

書に「時間外手当」欄が設けられている

ものの，同欄の金額（４万円）が休日４

日分及び深夜５時間の２２日分の合計金

額がどのように反映されているものかも

明らかでない。 

このように，本件固定残業代制度は，

割増賃金の額が法定額を下回っているか

どうかが具体的に後から計算によって確

認できないようなものであるから，有効

性を認めることはできない。」  

単に「時間外手当」という欄を設ける

だけでは足りず、この「時間外手当」が

どの時間外労働、深夜労働、休日労働何

時間相当に対するものなのかを明示しな

いといけないというものです。 

平成２４年３月８日最高裁櫻井裁判官

補足意見は、給与明細に定額残業代の金

額とそれに対応する時間数も明記せよと

述べていましたが、このループコーポレ

ーションも櫻井裁判官補足意見を意識し

ています。今後も給与明細が重要視され

る傾向は強まっていくものと思われます

ので、ご注意ください。 
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